
特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル 

給与規程 
 

第１章　総則 

 

（目的） 

第１条　この規程は、特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル（以下「この法

人」という。）の職員の給与等に関する事項について定めたものである。 

 

（適用範囲） 

第２条　この規程は、有期及び無期雇用職員（以下、職員）として採用された者に対して適用

する。 

 

（給与等の種類） 

第３条　この規程において職員に支払う給与の種類は次の各号のとおりとする。 

（１）基本給 

（２）能力・経験給 

（３）時間外労働割増賃金 

（４）深夜労働割増賃金 

（５）休日労働割増賃金 

（６）成果連動報酬手当 

（７）通勤手当 

（８）休業手当 

 

（均等待遇） 

第４条　職員の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、給与において差別的取扱いをする

ことはない。 

 

（給与の決定） 

第５条　給与は職員の勤務形態に応じて、代表理事がこれを定める。 

 

（見直しの原則） 

第６条　給与の見直しは、各人ごとに行う。 

 

第２章　給与 

 

（基本給） 

第７条　基本給は、勤続年数に関わらず全員一律２０万円とする。 

 

（能力・経験給） 

第８条　能力・経験給は、職員の能力・経験・職務内容等を勘案の上、個別に定めて支給す

る。ファンドレイジング力等も含む。 
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（時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金） 

第９条　時間外・深夜・休日勤務を命じた職員には割増賃金を支給しなければならない。 

２　前項の分単位の割増賃金は、次の各号の算式により計算して支給する。但し労基法第

４１条に定める管理監督者については割増賃金は支給しない。 

（１）時間外労働割増賃金（法定労働時間を超えて労働させた場合） 

（基本給＋能力・経験給）÷２０日÷８時間×１.２５×時間外労働時間数 

（２）休日労働割増賃金（法定休日に労働させた場合） 

（基本給＋能力・経験給）÷２０日÷８時間×１.３５×休日労働時間数 

（３）深夜労働割増賃金（午後１０時から午前５時までの間に労働させた場合） 

（基本給＋能力・経験給）÷２０日÷８時間×０.２５×深夜労働時間数 

 

（成果連動報酬手当） 

第１０条　成果連動報酬手当は、この法人の定める業務内容や定める期間内に定める目標を達

成した者に対して特別に支給する。 

 

（通勤手当） 

第１１条　通勤手当は、申請された際に、運賃・時間・距離等の事情に照らし最も経済的かつ

合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額を支給する。但し、

１万円を上限とする。 

 

（休業手当） 

第１２条　この法人の責に帰すべき事由により休業したため就業しなかった場合には、休業１

日につき労働基準法に定める方法により計算する平均賃金の６０%を支給する。 

 

第３章　支払いについての取り扱い 

 

（給与計算期間及び締切日） 

第１３条　給与計算期間は、毎月１日から末日までとする。 

 

（給与の支払日） 

第１４条　給与は計算期間月の翌月２０日に支払う。但し、支払日が金融機関の休業日に当た

る場合、その前営業日または翌営業日に支払うことができる。 

 

（給与の支払方法） 

第１５条　給与は、法人が指定した本人名義の銀行口座へ振り込むことによって支払う。 

 

（給与からの控除） 

第１６条　給与の支払いに当たって、次に掲げる各号のものを控除する。 

（１）源泉所得税、住民税 

（２）健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険等の保険料 

 

（日割単価の計算及び端数処理） 

第１７条　日割単価は、次の号の算式により計算して支給する。 

（１）（基本給＋能力・経験給＋通勤手当）÷２０日 
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（欠勤、遅刻、早退及び私用外出について） 

第１８条　給与から当該日数又は時間分の賃金を控除する。 

２　前項の場合、控除すべき賃金の１時間あたりの金額の計算は以下のとおりとし、１時

間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、５０銭未満の端数を

切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を１円に切り上げるものとする。 

（基本給＋能力・経験給＋各種手当）÷（８時間×２０日） 

 

（退職時の給与の支払い） 

第１９条　職員が退職した場合の当該給与計算期間の給与について、第１３条の規定にかかわ

らず、本人又は身元保証人から請求があった場合は、未払の給与を支払日後であって

も支払うことができる。 

 

（有給休暇の取扱い） 

第２０条　年次有給休暇の有給休暇を認める。 

２　その他の休暇等は無給扱いとする。 

 

（その他、例外事項） 

第２１条　その他、本規程に定めのない事項については、各関係法令の例により、理事会がこ

れを定める。 

 

附則 

１　この規程は、２０１７年６月３０日より施行する。 

２　この規程は、２０２２年９月２７日に一部改正する。 

３　この規則の改定は、２０２３年４月１日から施行する。 

４　この規則の改定は、２０２３年１１月１日から施行する。 

５　この規則の改定は、２０２４年１０月１日から施行する。 

６　この規則の改定は、２０２５年３月１日から施行する。 
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